
 

 

東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所第１号機の工事計画届出 

（固体廃棄物処理設備（廃スラッジ系）の改造に係る工事）についての確認

結果 

 

（届出概要） 

１．届出者及び届出年月日等 

   届出者：東京電力株式会社 代表執行役社長  

 廣瀬 直己 

   届出年月日等： 

（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく届出） 

平成２８年１月１３日（原管発官２７第１４６号） 

    （電気事業法に基づく届出） 

       平成２８年１月１３日（原管発官２７第１４５号） 

   補正年月日等： 

（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく届出） 

平成２８年２月５日（原管発官２７第２６１号） 

     

 

 

２．発電所の名称及び位置 

名称：柏崎刈羽原子力発電所 

位置：新潟県柏崎市及び刈羽郡刈羽村 

 

３．発電所の出力及び周波数 

出力：   ８，２１２，０００ｋＷ 

第１号機：１，１００，０００ｋＷ（今回届出分）        

第２号機：１，１００，０００ｋＷ 

第３号機：１，１００，０００ｋＷ 

第４号機：１，１００，０００ｋＷ 

第５号機：１，１００，０００ｋＷ 

第６号機：１，３５６，０００ｋＷ 

第７号機：１，３５６，０００ｋＷ 

周波数：５０Ｈｚ  

 

４．届出範囲 

放射性廃棄物の廃棄施設のうち 

 ２ 気体、液体又は固体廃棄物処理設備 

  ２．１ 廃スラッジ系 

   (10) 主配管 

   (14) 減容・固化設備に係る焼却装置の主要機器 

     a.スラッジ脱水機 



 

     b.スラッジ一時受けホッパ 

５ 放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格 

６ 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 

（１）品質保証の実施に係る組織 

（２）保安活動の計画 

（３）保安活動の実施 

（４）保安活動の評価 

（５）保安活動の改善 

 

５．工事の種類・内容 

種類 ：発電用原子炉の基数の増加の工事以外の変更の工事（放射性廃棄

物の廃棄施設） 

内容：固体廃棄物処理設備（廃スラッジ系）の改造 

 

６．届出理由 

使用済樹脂の焼却設備の燃焼効率改善の観点から、ろ過式のスラッジ脱水

機から遠心分離式のスラッジ脱水機に変更するとともに、一部主配管の配管

径の変更及び脱水後の廃液の返送に係る配管を一部廃止する。 

また、スラッジをスラッジ供給機に一定量を供給するためにスラッジ一時

受ホッパを新設する。 

 

（確認概要） 

 

１．確認内容  

今回の届出に係る工事計画、発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する

説明書、人が常時勤務し、又は頻繁に出入りする工場又は事業所内の場所にお

ける線量に関する説明書、設定根拠に関する説明書、設計及び工事に係る品質

管理の方法等に関する説明書、耐震性に関する説明書、強度に関する説明書、

固体廃棄物処理設備における放射性物質の散逸防止に関する説明書、図面等に

加え、参考資料のとおり東京電力から追加で提出のあった内容も併せて確認し

た。 

確認した結果、以下のとおり原子炉等規制法第４３条の３の９第３項第１号

に規定する発電用原子炉の設置の許可との整合性、同項第２号に規定する「実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成２５年原子力

規制委員会規則第６号）」（以下「技術基準規則」という。）に適合するもので

あること、同項第３号に規定する「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置

者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基

準に関する規則（平成２５年原子力規制委員会規則第８号）」（以下「品質基準

規則」という。）に適合するものであることを確認した。なお、発電用原子

炉施設全体に関係する新規制基準適合性に係る審査については、「資料



 

１－４ 新規制施行に伴う手続等について」（第１１回原子力規制委員会

（平成２５年６月１９日開催））に基づき、別途申請されている工事計

画（平成２７年９月２７日原管発官２５第２２５号及び平成２７年９月

２７日原管発官２５第２２６号）の審査において行う。 

 

 発電用原子炉の設置の許可との整合性については、申請に係る内容が、柏

崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（平成２２年４月１９日許

可までの申請に係るもの。）の本文に記載された放射性廃棄物の廃棄施設

の構造及び設備の変更を要するものに該当しないことから、許可を受けた

ところによるものである。 

 

 スラッジ脱水機及び配管の改造、スラッジ一時受ホッパの設置並びに機器

配置の変更については、管理区域について放射線業務従事者等の作業性等

（立入場所）を考慮して基準外部放射線量率を設定するとともに、個人の

被ばく線量について「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規

定に基づく線量限度等を定める告示」に規定された許容量を十分下回るよ

う管理をするとしていることから、技術基準規則第４２条（生体遮蔽等）

第２項の適合性に影響を与えるものではない。 

 

 耐震性については、スラッジ脱水機、スラッジ一時受ホッパ及び主配管に

ついて「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601（日本電気協会）」等

に基づき、当該設備の耐震重要度分類（Ｂクラス）に応じた耐震設計が適

切になされており、技術基準規則第５条（地震による損傷の防止）第１項

の規定に適合する。 

 

 構造強度については、主配管について「発電用原子力設備規格 設計・建

設規格 JSME S NCI-2005/2007（日本機械学会 2007 年 9 月）」等に基づ

き、クラス（クラス３）に応じた強度設計が適切になされており、技術基

準規則第１７条（材料及び構造）第１項第３号及び第１０号の規定に適合

する。また、スラッジ脱水機及びスラッジ一時受ホッパは、ステンレス系

材料を使用することで漏えいし難く、著しく腐食しない設計としており、

技術基準規則第３９条（廃棄物処理設備等）第１項の規定に適合する。 

なお、これら設備が設置される施設内部の床面及び壁面は、液体状の放射

性廃棄物が漏えいし難い構造としており、仮に液体状の放射性廃棄物が散

逸したとしても床面の傾斜や溝により、排液受け口に導かれる設計であ

る。また、廃スラッジの供給元であるスラッジタンクに変更はなく、想定

される施設内の液体状の放射性廃棄物の最大漏えい量は変わらないこと、

施設外への放射性廃棄物の漏えいを防止するための堰が設けられている

ことから、同条第２項の規定への適合性に影響を与えるものではない。 

 

 スラッジ脱水機は遠心分離式であるが、羽根部はシャフトに溶接されてお

り、損傷して飛散し難い構造となっている。羽根部が破損し羽根部分が飛



 

散物となった場合でも、スラッジ脱水機のケーシングは、貫通に係る評価

結果のケーシング最小厚さ 0.06mmに対して 15mmと十分な厚みがあり、

飛散物はケーシング内に留まること、仮に貫通したとしても、当該設備の

周辺に重要な原子炉施設はなく、最も近い 1 号炉建屋でも約 100ｍ以上の

距離があることから、技術基準規則第１５条（設計基準対象施設の機能）

第４号の規定の適合性に影響を与えるものではない。 

 

 設計及び工事に係る品質管理の方法等については、品質保証の実施に係る

組織、保安活動の計画、保安活動の実施、保安活動の評価及び保安活動の

改善に係る事項について、安全文化を醸成するための活動、不適合の管理、

業務のプロセス、設計管理のグレード分け等を含めて品質保証計画として

定められており、品質基準規則に適合する。なお、調達先に対しては、工

事の重要度に応じて調達先の評価を行っており、調達管理のプロセスにつ

いては品質保証計画書の提出等により管理するとしている。その上で検査

としては、検査の項目（材料検査、耐圧・漏えい検査、寸法検査、外観検

査、性能・作動検査試験等）について項目を一覧として整理しており、各

検査は要領書等を定めて実施することとしている。 

 

２．処理意見 

本工事計画は、原子炉等規制法第４３条の３の１０第４項で準用する同

法第４３条の３の９第３項の規定に適合するものと認められる。なお、

電気事業法第４８条第４項で準用する同法第４７条第３項の規定に関し

ては、原子力規制委員会で確認すべき同項第１号の原子力安全に係る基

準（原子炉等規制法第４３条の３の１４の技術上の基準に該当する部分）

に対して、電気事業法第１１２条の３第２項の規定により、適合してい

るものとみなされる。 

  



 

 

（参考資料） 

東京電力から追加で確認した内容 

 

年月日 概要 備考 

平成２８年１月２５日 工事計画の記載、各添付書

類の評価内容等について、

事実関係を確認 

－ 

平成２８年１月２９日 平成２８年１月２５日の

ヒアリングを踏まえ提出

のあった資料について、事

実関係を確認 

 

平成２８年２月２日 平成２８年１月２９日の

ヒアリングを踏まえ提出

のあった資料について、事

実関係を確認 

 

平成２８年２月８日 平成２８年２月２日のヒ

アリングを踏まえ提出の

あった資料について、事実

関係を確認 

＜提出資料＞ 

工事計画届出書の確認

事項に対する回答 

：添付 

 

 

  








































































































































































































































































































